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論点２．需給ひっ迫が懸念される場合の節ガス要請等のあり方

⚫ LNGの確保・調達の対応状況を踏まえつつ、 LNG在庫の払底によるガス供給停止を
防ぐため、需要家の生活・経済活動に支障を生じない範囲での節ガス対応を講じる。

⚫ まずは、特定の供給エリアにおける需給ひっ迫の懸念が具体化した段階で、当該供給
エリアの都市ガス需要家に対し、①需給ひっ迫の状況に関する情報提供を行うとともに、
②都市ガス利用の節約を要請し、自主的な節ガスの取組を促すことが適当ではないか。

⚫ その際、需要家に自主的な節ガスを促すためには、どのような内容の情報を、どのよう
な手段で提供することが適当か。また、節ガス要請や情報提供に関し、ガス小売事業
者、国（地方公共団体）等は、それぞれどのような役割を担うことが効果的か。
（注）例えば、需給のひっ迫度が燃料提供者に伝わることで、原料価格のつり上げが行われるおそれについても留意が必要。

⚫ また、ガス小売事業者は、需要家に自主的な節ガスの取組を促すにあたり、電気事業
者等が行っているような経済DR（ディマンドレスポンス）の手法の活用も検討すべきで
はないか。

第51回電力・ガス基本政策小委員会
（2022年6月30日）資料3－2
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論点２（１）：節ガス要請の範囲について

⚫ 都市ガスの節ガス要請は、都市ガスの供給ネットワークのあり方や小売事業者毎のLNG
調達先の違いを踏まえ、全国一律ではなく、供給ネットワーク単位・小売事業者単位
での差異ある対策が想定されるところ、例えば、以下についてどのような対応が適当か。

（１）同一供給ネットワーク内でも、事業者によって、ガスの調達状況が異なり、特定の
国（プロジェクト）からの供給停止の影響には差があるが、仮に都市ガス供給が停止
する場合には、供給ネットワークの需要家の全てが影響を受けることから、節ガスの要
請は、同一供給ネットワークの需要家全てに対して行うこととしてはどうか。

（２）LNGを直接輸入せず導管やローリー等で卸供給を受けているガス小売事業者につ
いても、ガス（LNG）の卸元に需給ひっ迫の懸念がある場合には、卸元からの供給
状況に応じて、自らの需要家に節ガスを要請することが適当ではないか。
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都市ガスの供給ネットワーク

⚫ 都市ガス事業者（一般ガス導管事業者）は、全国で193事業者。※2022年4月時点

⚫ 導管網の規模の経済性の観点から、各地域の都市部等を中心とした点在したネット
ワークが形成されている。

第50回電力・ガス基本政策小委員会
（2022年5月27日）資料4－5
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論点２（２）：節ガス要請に係る情報提供のあり方について

⚫ 需要家に自主的な節ガスの取組を講じてもらうためには、どのような情報を、どのように提
供することが有効か。

⚫ 例えば、節ガス手段・アイディアは、既にガス小売事業者も情報発信を行っているが、ま
ずは既存情報を一覧できるようなサイトを設けるなどの情報集約が有益ではないか。

⚫ また、需要家に対し節ガス要請を行う際には、需給ひっ迫の状況についての情報提供が
有効と考えられるが、誰が、どのような情報を、どのように提供することが可能か。

⚫ 小売事業者・卸元事業者のLNGの在庫情報は、通常は営業上の秘密であることに加
え、需給ひっ迫に関する情報が燃料提供者に伝わることで、原料価格のつり上げが行
われるおそれにも留意が必要。
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【参考】省エネポータルサイトにおける節ガスの取組の紹介

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/lp/

⚫ これまでも、資源エネルギー庁の省エネポータルサイトにおいて、省エネルギー促進の一環
として、ガスの省エネの取組を紹介。

風呂給湯器 食器洗い乾燥機 ガスコンロ

第50回電力・ガス基本政策小委員会
（2022年5月27日）資料4－5

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/lp/


⚫ 各社のホームページにおいて、ガスの省エネに関する情報を掲載。

【参考】各ガス会社による既存の節ガス情報の提供例

東京ガス 「ウルトラ省エネブック」 京葉ガス 「省エネ・節電ガイドブック」大阪ガス 「かしこいくらしのヒント図鑑」 東邦ガス 「くらしのecoスタイル」
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【参考】今夏の節電に係る経済産業省の発信
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第51回電力・ガス基本政策小委員会
（2022年6月30日）資料3－1
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【参考】でんき予報の例

⚫ 東日本大震災直後、長期にわたって供給力が不足し、計画停電や節電要請など需要
家への負担を始めとして、経済・社会活動への影響が生じる中で、計画停電の効果や
節電の加減を測る指標として、各地域の電力需給の見通しや実績を「でんき予報」とい
う形で、各電力会社（現在は一般送配電事業者）が公表。

⚫ 電力需給の実績として、主に電気使用率や使用電力、供給力を掲載。

東京電力パワーグリッド 関西電力送配電 東北電力ネットワーク

第51回電力・ガス基本政策小委員会
（2022年6月30日）資料4－2
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【参考】渇水対策の例

⚫ 渇水対策については、徐々に深刻化していく渇水の被害を軽減するための対策等を定
める渇水タイムラインの策定を促進するため、平成31年3月に国土交通省水資源部が
「渇水対応タイムライン作成のためのガイドライン」を作成・公表。

第51回電力・ガス基本政策小委員会
（2022年6月30日）資料4－2
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【参考】渇水に関する情報提供の事例（福岡県）

⚫ 福岡県は、県内の主要ダム貯水状況を公表し、定期的に更新。

⚫ 節水へのお願いとともに、節水6箇条といった情報を提供。

出典：福岡県ホームページ



論点２（３）：経済DRの活用可能性について

⚫ 需給ひっ迫の懸念がある場合のガス小売事業者から需要家への節ガス要請の方法に
ついては、電気の経済DRの手法も参考に、様々な工夫があるのではないか。

⚫ ただし、以下のようなガスと電気の違いや、家庭、商業、工業の各需要家が生活・経済
活動に支障の無い範囲でどの程度のガス使用量の削減余地があり得るか、例えば家庭
の都市ガス利用は主に給湯器、ガスコンロ、暖房機器といった機器に限定されており、
多様な製品がある電気とは事情が異なるといった実態も踏まえて、どのような取組があり
得るかについて検討が必要。

➢ 都市ガスの需要対策としては、電気のDRのような時間単位（KW）の需要抑制
（ピークシフト）は必要ではなく、KWｈ的なガス使用の総量の削減が必要。

➢ 電気のDRは、小売事業者のインバランス回避や需給ひっ迫時に高騰する卸電力市
場からの調達回避等のために活用されている。

➢ 都市ガスは、電気のように削減量（使用量）がタイムリーに把握できる仕組みには
なっておらず、削減効果は一定時間経過後（通常は毎月の検針時）に判明する
ため、需要家にとって取組効果のタイムリーな把握が難しい。

➢ 都市ガスでは電気のように経済DR市場が成熟していないため、活用可能な外部
サービスや、事業者のシステム等が存在していない。
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